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平成２５年４月１日（ただし、４．及び５．①～③については、平成２６年４月１日）

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

１．趣旨

３．施行期日

①地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に

対する支援の在り方
⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

４．検討規定（障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後３年を目途として、以下について検討）

（平成２４年６月２０日 成立・同年６月２７日 公布

５．障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等であって常時

介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする）
② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ

の一元化
③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点

的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加え
る）

④ 地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための
研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）

６．サービス基盤の計画的整備
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉
計画の策定

② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ

把握等を行うことを努力義務化
④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる

よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

１．題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」とする。

２．基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現する

ため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会
的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われること
を法律の基本理念として新たに掲げる。

３．障害者の範囲（障害児の範囲も同様に対応。）
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

４．障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身

の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に
示す「障害支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に

応じて行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等
を行う。

２．概要
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障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲について

○ 平成25年４月から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下｢障害者
総合支援法｣という。）に定める障害児・者の対象（※１）に、難病等（※２）が加わり、障害福祉サービス、
相談支援等（※３）の対象となる。

○ 他方、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会においては、新たな難病対策における医療費助成の
対象疾患の範囲等の検討が引き続き進められており、この範囲等も参考にして検討することとされていた
障害者総合支援法における難病等の範囲については、直ちに結論を得ることが困難。

※１ 児童福祉法に定める障害児についても同様。
※２ 障害者総合支援法上は、「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が

定める程度である者」と規定されている。
※３ 障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。

○ 障害者総合支援法の施行に際し、難病患者等が障害程度区分の認定や支給認定等の手続を経て、
平成25年４月から円滑に必要なサービスを受けられるようにするため、自治体での準備期間を考慮して
同年１月18日に対象疾患を定める政令を公布。

○ 今回定める障害者総合支援法における難病等の範囲は、当面の措置として、｢難病患者等居宅生活支援
事業」の対象疾病と同じ範囲（※４）として平成25年４月から制度を施行した上で、新たな難病対策に
おける医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、見直しを行うものとする。

○ なお、障害者総合支援法の対象となる難病等による障害の程度（厚生労働大臣が定める程度）についても、
「難病患者等居宅生活支援事業」の対象患者の状態に鑑み、「（政令で定める）特殊の疾病による障害に
より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」とする（※５）。

※４ 同事業では、難病患者等のＡＤＬの向上のためホームヘルプ事業等を行っており、難治性疾患克服研究事業（臨床調査研究分野）の対象疾患
（130疾患）及び関節リウマチがその対象範囲となっている。

※５ 難病等に該当するかどうかの判断は、個々の市町村において、医師の診断書等で確認することとなる。また、障害程度区分の認定については、
全国の市町村で難病等の特性に配慮した円滑な認定が行われる必要があり、１月２３日付けで各都道府県に「難病等の基本的な情報」や「難病等
の特徴（病状の変化や進行、福祉ニーズ等）」、「認定調査の時の注意点」などを整理した関係者向けのマニュアルを送付。

現在の状況

当面の措置
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②障がい者サポーター制度

障がいについて「知る」・「交流する」機会を提供することで、市民の正しい理解を促すとともに、障がい者の暮らしの充実・就労・社会参
加の促進につなげていくような、市民運動を喚起するための取組みが必要。

平成２５年度は、市民参加型のサポーター制度を発足し、サポーターシンボルマークのデザイン募集、研修会、サポーター登録、イベ
ント等へのサポーター動員という一連のプロセスを通して、市民と障がい者との接点を創出し、交流の機会を拡大することによって、障
がいがあっても、暮らし、仕事、スポーツ・芸術活動等、様々な活動に参加できる仕組みや環境を多様な市民と一緒にデザインし、実現
するという目的のもと、障がい者サポーター制度を発足する。

本市主催の講演会、イベント
等に参加して説明を受け、か
つ、サポーター制度に賛同
する者

☆障がい者のサポート
（ちょっとした配慮の実践）

☆イベントやボランティアへの参加
☆障がい福祉制度・施策の普及・

啓発の広報マン
障がい者を多数雇用する等、
障がい福祉に貢献している
企業

登録手続き

認証

サポーターシンボルマーク
の配布

特に貢献した企業を表彰、
サポーターシンボルマー
クの使用許可等のインセ
ンティブ付与を検討中

（市民サポーター）

（企業サポーター）

障がい福祉に関する
情報やイベント開催の
告知などの情報を提
供し、市民の自主的な
支援活動を促す。

（障がい保健福祉課）

多様な市民による
イベント等への参加

ボランティア活動の実践
ワークショップ等での議論

取り組みの提案

障がい者サポーター

※「知らない」・「無関心」から「理解者」・「実践者」へ

関心の高い
市民

企業 支援者

学生
スポーツ
関係者

アート
関係者

ボランティア
団体

【期待される役割と機能】

趣旨

（サポーターの役割）

概要
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③障がい者の一般就労への支援強化について

就労系障害福祉サービスの利用者等に対する一般就労への支援を強化する観点から、本市独自策として、平
成２５年度において、以下の①から③までの機能を持つ「熊本市障がい者就労・生活支援センター（仮称）」を新
たに設置（平成２５年度予算額：17,600千円）。

①特別支援学校の卒業生や就労移行支援事業・就労継続支援事業の修了者等に対する一般企業への就労
支援

②一般企業に就職した障がい者への定着及び生活支援や、離職した場合の障害福祉サービスへのつなぎ等
も含めた生活・就労支援

③一般企業に対する障がい者雇用への理解促進や求人開拓 等

熊本市障がい者就労・生活支援センターのイメージ

（熊本市設置）

熊本市障がい者就労・生活支援センター（仮称）

（職員）
就労支援員（求人開拓員、ジョブコーチ） 2人
生活支援員（兼心理相談員） 1人

（業務内容）
・就労支援 ・定着支援 ・生活支援
特に下記の内容を充実
・求人開拓（求人開拓員による企業訪問、雇用先確保、

ジョブコーチによるきめ細やかなフォローアップ）
・心理相談員による専門的見地からの就労に向けた生活相談支援）

（国・県設置）

熊本障害者就業･生活支援センター

（職員）
就労支援員 ２名（国）
生活支援員 １名（県）

（業務内容）
・就労支援 ・定着支援 ・生活支援

一体的に活動

一体的実施

障がい保健福祉課
・障害福祉サービス（就労移行支援、就労継続支援A型・B型）
・就職支度金（就労系サービス利用者が就職等による自立する場合（36,000円1回限り） ）
・障がい者嘱託員雇用（年間6名程度）
・障がい者インターンシップ受入（年間10名程度）
・障がい者就労支援ガイドブック（利用者用）の作成と配布（H23年度作成、毎年更新） ※自立

支援協議会就労部会
・障がい者雇用促進ガイド（企業用）の作成と配布（H25年度作成） など

産業政策課
・障がい者雇用奨励金（4,000円×12ヶ月 ※重度障がい者は6,000円）
・障がい者雇用促進奨励金（10,000円×12ヶ月）

こころの健康センター
・就労準備デイケア

（認知機能のリハビリテーション、自己管理プログラム、作業療法、生活技
能訓練、働くための情報取得）

熊本市
連携
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④重症心身障がい児・者施策について

第２章 生活の場を拠点とする利用者本位の支援
３ 地域療育体制の整備

⑤重症心身障がい児（者）療育体制の整備
重度の障がい児（者）の生活を支援する施設が少ないため、県市相互の実施事業への受け入れを促進する等、社会資源の有効

活用を図り、重症心身障がい児（者）通園事業やレスパイト事業の充実、保護者への介護技術指導への取組み等を促進します。

熊本市障がい者プラン（計画期間：平成21年度～30年度）

・ 児童発達支援（旧重症心身障がい児（者）通園事業）
・ 生活介護

○重症心身障がい児・者生活実態調査
本市における重症心身障がい児・者及びその家

族の生活実態及び障がい福祉サービス等の利用
状況並びに今後のサービス利用意向等を調査

重症心身障がい児・者への本市及び関係者による総合的な支援体制の整備及び地域生活支援策の更なる向上策につ
いて検討

○熊本市重症心身障がい児等在宅支援検討会
・検討事項

①在宅の重症心身障がい児・者の生活の実態の調査に関すること
②これらの者への適切な支援に関すること

・委員構成

医療関係者、障がい福祉サービス関係者、リハビリテーション関係者、家族
団体等の計１０名程度

重症心身障がい児・者生活実態調査経費（平成25年度予算：３，３００千円）

・ 療養介護 ・ 短期入所
・ 日中一時支援

○重度の身体障がい及び重度の知的障
がいが重複している者は増加及び高齢化
傾向

現状及び課題

現行の主な取組

○障がいが重度であっても、地域で生活できる支援体制の整備
○在宅で生活している重症心身障がい児・者の介護を行う家族の負担軽減

○親の高齢化又は亡くなられた後も、引き続き、地域で生活できるようにしていくこ
と

○ 通所支援（日中活動の支援） ○ 入所支援 ○ 介護を行う家族の負担軽減等
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⑤障がい者の移動手段の支援のあり方に関する実態調査の結果（概要）

現行の交付事業の対象者であるにも関わらずそもそも利用をできない方がいるのではないかということや、現行の交付事業が利便性の問題により利用をしていない
方がいるのではないかということなど、現行の交付事業のあり方そのものが問われている。

こうしたことから、障害のある方の日常生活上の移動における交通手段の実態、上記交付事業を利用しての移動の実態、さらに交付事業を利用していない方の移動
の実態を調査することにより、今後、地域共生社会の実現を目指し、本市内における障がいのある方があらゆる分野の活動に参加する機会を確保することに資するこ
とができるよう、本市における障がいのある方の移動手段の支援のあり方そのものについて検討するための基礎資料とする。

１ 調査の目的

配布数 回収数 回収率

①身体障害者手帳所持者 ６，０５１人 ３，８６５人 ６３．９％

②療育手帳所持者 ９１７人 ５０８人 ５５．４％

③精神障害者保健福祉手帳所持者 ３，０３２人 １，０８５人 ３６．８％

合計 １０，０００人 ５，５７７人（※） ５５．７％

３ 回収状況

（※）回収数はそれぞれの手帳所持者を足し上げれば５，４５８人であるが、手帳所持に無回答の者
は１１９人がおり、回収数の合計が５，５７７人となっている。

（１） 調査対象者
さくらカード交付対象者（身体障害者手帳１～３級、療育手帳A1～B１、精

神障害者保健福祉手帳１～３級の所持者数）から無作為抽出
① 身体障害者手帳１～３級 約６千人
② 療育手帳A1～B１ 約１千人
③ 精神障害者保健福祉手帳１～３級 約３千人

（２） 調査方法 郵便による配布・回収
（３） 調査期間 平成２４年１１月２６日～平成２４年１２月５日

２ 調査設計

４ 調査結果（概要）

○基本属性
・男女別に見ると、男性は２，６６２人（４７．７％）、女性は２，８３５人（５０．８％）。
・年齢別に見ると、７０歳代（２１．０％）、６０歳台（２０．４％）、８０歳以上（１７．３％）の順に多くなっている。
・身体障害者手帳所持者数は３，９７１人と、全体（回収数）の７１．２％。
・療育手帳所持者数は７７８人と、全体（回収数）の１４．０％。
・精神障害者保健福祉手帳所持者数は１，４２１人と、全体（回収数）の２５．５％。
○交通機関を利用した１人での外出の可否

・３障害者手帳所持者全体としては、「１人で外出できる」が６５．１％、「１人で外出できない」が３２．０％。
・身体障害者手帳所持者は、「１人で外出できる」が６３．６％、「１人で外出できない」が３３．５％。
・等級別にみると、「１人で外出できない」が１級は３４．８％、２級は３３．２％、３級は２６．４％と、等級が高いほど、１人で外出できない者の割合が高くなっている。
・療育手帳所持者は、「１人で外出できる」が４１．６％、「１人で外出できない」が５５．５％。
・程度別にみると、「１人で外出できない」がA1は７８．４％、A2は７０．４％、B1は２６．７％と、A1・A2は「１人で外出できない」の割合が「１人で外出できる」の割合を上
回っており、程度が高くなるほど、「１人で外出できない」の割合が高い。
・精神障害者保健福祉手帳所持者は、「１人で外出できる」が８０．８％、「１人で外出できない」が１６．５％。
・等級別にみると、「１人で外出できない」が１級は３２．５％、２級は１３．３％、３級は６．７％と、特に１級で「１人で外出できない」者の割合が約３分の１程度存在。
○交付を受けている助成事業
・３障害者手帳所持者全体としては、おでかけ乗車券のみ（３１．１％）、交付を受けていない（１３．９％）、おでかけパス券のみ（１２．５％）の順に多い。
○交付を受けていない理由

・３障害者手帳所持者全体としては、今の自分には必要ない（３４．８％）、利用する機会がなさそう（２８．８％）、その他（２２．０％）、１人で利用することが不安（１１．
２％）の順に多い。

① 障がいのある方ご本人のこと（基本属性）
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４ 調査結果（概要）

＜おでかけ乗車券＞
○利用状況
・３障害者手帳所持者全体としては、利用している者が７５．０％を占める一方で、利用していない者が２３．２％という状況。
○１割負担満足度
・３障害者手帳所持者全体としては、満足（５９．９％）、まあ満足（１９．２％）と満足している者が約８割を占めている。
○利用していない者の利用しない理由

・３障害者手帳所持者全体としては、主に自家用車を利用している（４８．４％）、公共交通機関はあまり利用しない（３０．１％）、その他（２２．０％）、利用する機会はなさそ
う（１２．９％）の順に多い。
＜おでかけパス券＞
○利用状況
・３障害者手帳所持者全体としては、利用している者が８４．４％、利用していない者が７．１％と約８５％の者が利用している状況。
○２０００円負担満足度
・３障害者手帳所持者全体としては、満足（５０．８％）、まあ満足（２５．３％）と満足している者が全体の約４分の３を占めている。
○利用していない者の利用しない理由

・３障害者手帳所持者全体としては、主に自家用車を利用している（３４．８％）、今の自分には必要ない（１９．６％）、その他（１８．５％）、公共交通機関はあまり利用しな
い（１３．０％）の順に多い。
＜福祉タクシー券＞
○利用状況
・３障害者手帳所持者全体としては、利用している者が７２．４％と７割強を占める一方、利用していない者が１８．０％と２割弱。
○乗車１回当たりの使用枚数及び助成額の満足度

・使用枚数の満足度については、３障害手帳所持者全体としては満足（３９．８％）、まあ満足（２１．０％）と満足している者が全体の約６割である一方で、不満（９．２％）、
やや不満（９．７％）と不満のある者が全体の２割弱。

・助成額の満足度については、３障害手帳所持者全体としては満足（１７．４％）、まあ満足（１６．９％）と満足している者が全体の３割強である一方で、不満（１１．６％）、
やや不満（１２．２％）と不満のある者が全体の２割強。
○利用していない者の利用しない理由

・３障害手帳所持者全体としては、主に自家用車を利用している（３８．２％）、１回当たりの助成額が少ない（１９．７％）、その他（１８．２％）、おでかけ乗車券・おでかけパ
ス券でまにあっている（１５．９％）の順に多い。

② おでかけ乗車券・おでかけパス券・福祉タクシー券を利用しての外出

○交通手段

・３障害者手帳所持者は、自家用車（３１．５％）、バス（２２．
８％）、タクシー（１５．０％）の順に多い。
○１ヶ月平均利用回数

・３障害者手帳所持者は、自家用車（２１．２６回）、その他（１
６．５７回）、福祉有償運送（１３．６７回）、バス（９．８０回）の順
に多い。
○１ヶ月平均交通費

・交通手段別にみると、３障害手帳所持者は、自家用車（６，
１７７円）、タクシー（５，３８６円）、リフト付タクシー（５，１２７
円）の順に多い。

③ おでかけ乗車券・おでかけパス券・福祉タクシー券を利
用しない外出

○燃料費助成の希望の有無

・仮に自家用車向けの移動手段の燃料費助成があったとしたら、利用するか否かについては、３障害手
帳所持者全体としては、「利用したい」が５割弱である一方、「利用したくない」が約１割。
○燃料費助成を希望する理由

・自家用車向けの移動手段の燃料費助成の利用を希望する者について、利用したい理由は、３障害手
帳所持者全体としては、「いつも自家用車を利用しているから」（５４．７％）、「待ち時間や乗換えなど公共
交通機関に比べて自家用車は面倒ではないから」（４２．０％）、「家族に移送をお願いしやすいから」（３９．
５％）の順に多い。
○ ①おでかけ乗車券・おでかけパス券、②福祉タクシー券、③燃料費助成の選択について

・仮に、①おでかけ乗車券・おでかけパス券、②福祉タクシー券、③燃料費助成の中からどれか一つを選
ぶこととなったら、どれを選ぶかについては、３障害者手帳所持者全体としては、おでかけ乗車券・おで
かけパス券（３４．６％）、燃料費助成（２６．１％）、福祉タクシー券（１６．９％）の順に多い。

④ 移動手段の支援の必要性及びそのあり方
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実態調査結果等を踏まえた現状及び課題並びに見直しの方向性（案）

１ １人で外出できない者が助成事業を活用した外出ができてい
ない。
○１人で外出できない者については、３障害者手帳所持者全体の３２．０％存
在。
○手帳別にみると、身体障害者手帳所持者は全体で３３．５％、１級は３４．８％、
２級は３３．２％、３級は２６．４％。
○療育手帳所持者は全体で５５．５％、A1は７８．４％、A2は７０．４％、B1は２６．
７％。
○精神障害者保健福祉手帳所持者は全体で１６．５％、１級は３２．５％、２級１
３．３％、３級は６．７％。
○上記のとおり、より重度の障がいのある者ほど１人で外出できていない。
○また、１人で外出できない者について、助成事業の交付を受けていない者又
利用していない者は、手帳別にみると、身体障害者手帳所持者について、１級
はそれぞれ２３．０％、１７．８％、２級はそれぞれ２３．０％、２１．６％。
○療育手帳所持者について、A１はそれぞれ３６．５％、１９．２％、A2は２０．
１％、２５．４％。
○精神障害者保健福祉手帳所持者について、１級はそれぞれ２０．９％、１６．
４％。
○さらに、１人では外出できない者の助成事業を使わない外出手段について
は、手帳別にみると、身体障害者手帳所持者については、１級、２級とも自家用
車（３１．９％、３８．５％）が最も多い。
○療育手帳所持者についても、A１、A2とも自家用車（５５．１％、４９．１％）が最
も多い。
○精神障害者保健福祉手帳所持者について、１級は自家用車（１９．１％）と最
も多い。

実態調査結果等を踏まえた現状及び課題

２ 福祉タクシー券の１回当たりの助成額の満足度が低い。
○福祉タクシー券について、１回当たりの助成額については、満足している者が
全体の３割強（不満のある者が２割強）と他の助成事業の満足度と比べ著しく低
い。

○なお、福祉タクシー券の１回当たり使用枚数の満足度についても、満足してい
ない者が２割弱と他の助成事業の満足度と比べて多い。

３ おでかけパス券の受益者負担１割が約６０００円となっており、
現行の２０００円負担と大きく乖離。
○ １割の受益者負担を求めるおでかけパス券は、直近の事業費ベースで見ると、
１割相当の受益者負担は約6,000円であり、現在の2,000円と大きく乖離。

実態調査結果等を踏まえた見直しの方向性（案）

○ １人で外出できない者など、より重度の障がいのある者
に対する移動手段の支援のあり方
・ １人で外出できない者などより重度の障がいのある者については、現行
の助成事業を活用した外出ができていないことから、自家用車向けの燃料
費助成券（仮称）事業を創設も含め、移動手段の支援のあり方について検
討を行う。

実態調査結果等により明らかになった諸課題を踏まえ、本
市の障がいのある方の移動手段の支援方策のあり方につい
て、平成２６年４月の実施を目途に、以下の論点等を中心に、
その見直しの検討を行う。

＜論点＞

○ 現行の助成事業である福祉タクシー券の実施方法のあ
り方
・ 福祉タクシー券については、福祉タクシー券の乗車１回当たりの助成額
の満足度が低いことに加え、望ましい乗車１回当たりの助成額として、普通
タクシー券が６５７円、小型車が８１６円、中型車が１，３２７円、大型車が１，
９８２円と、いずれも現行の助成額より高い助成額を希望していること、また、
望ましい乗車１回当たりの使用枚数として３枚と現行の１枚より多い使用枚
数を希望していることを踏まえ、利便性の向上等の観点から、乗車１回当
たりの助成額や使用枚数の見直しの検討を行う。

○ おでかけパス券の受益者負担額のあり方
・ １割の受益者負担を求めるおでかけパス券は、直近の事業費ベースで
見ると、１割相当の受益者負担は約6,000円であり、現在の負担額2,000円
と大きく乖離している現状を踏まえ、その負担額のあり方について検討を
行う。

○ 公共交通機関の利用を基本としつつ、障がい者の状態
に応じた移動手段の支援のあり方
・ 市電・バス等公共交通機関の利用を基本としつつ、障がいの者の置か
れている状況に応じた支援ができるよう、交付事業の選択性の導入やＩＣ
カード導入に伴う助成事業のあり方も含め、検討を行う。 １０


